
令和 3年 6月 17日 

 

人生の最終段階の意思決定に関するフロー 

 

１．本人の意思が確認できる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【定義】 

※医療・ケアチームとは・・・ 

 本人、家族、医師、看護職、介護職、セラピスト、ソーシャルワーカー 介護支援専門員、後見

人等を言う。（老健の場合は薬剤師を含む） 

 

※家族等とは・・・・ 

 本人が信頼を寄せる人であり人生の最終段階を考える存在であるとする趣旨である。 

法的な意味での親族関係のみだけではなくより広範囲の人を言う(親しい友人等や後見人も

含む) 

医療・ケアチームが人生の最終段階の状態であると確認・決定 

本人の意思が確認できる 

本人の意思決定を基本とした、本人、

家族等、医療・ケアチームによる十分

な話し合い(話し合いの内容はその都

度、文書にまとめておく。本人の意向

によって本人が将来の医療について意

思表明を残すこともある。) 

本人の意思は変化し得ることから、時間

経過、病状の変化、医学的評価等変更に

応じて繰り返し話し合いを行う 

本人の意思を基本とし、それを尊重した上で、医療・ケアチームにより人生の最終段階

における医療の方針決定し実行する。 

電子カルテほのぼの「実施記録⇒ケース」と看取り同意書に決定した事項を記録する。 


